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平成２８年第３回吉岡町議会臨時会会議録第１号

平成２８年１１月３０日（水曜日）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

議事日程 第１号

平成２８年１１月３０日（水曜日）９時３０分開議

本日の会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 議案第６３号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ４ 議案第６４号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ５ 議案第６５号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ６ 議案第６６号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ７ 議案第６７号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ８ 議案第６８号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

（提案・質疑・討論・表決）

日程第 ９ 議案第６９号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第２号）

（提案・質疑・討論・表決）

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（１６人）

１番 富 岡 大 志 君 ２番 大 林 裕 子 君

３番 金 谷 康 弘 君 ４番 五十嵐 善 一 君

５番 柴 﨑 德一郎 君 ６番 竹 内 憲 明 君

７番 髙 山 武 尚 君 ８番 村 越 哲 夫 君

９番 坂 田 一 広 君 １０番 飯 島 衛 君

１１番 岩 﨑 信 幸 君 １２番 平 形 薫 君

１３番 山 畑 祐 男 君 １４番 馬 場 周 二 君

１５番 小 池 春 雄 君 １６番 岸 祐 次 君

欠席議員 なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

説明のため出席した者

町 長 石 関 昭 君 副 町 長 堤 壽 登 君

教 育 長 大 沢 清 君 総 務 政 策 課 長 小 渕 莊 作 君

財 務 課 長 大 澤 弘 幸 君 町 民 生 活 課 長 中 島 繁 君

健 康 福 祉 課 長 福 田 文 男 君 産 業 建 設 課 長 髙 田 栄 二 君

会 計 課 長 守 田 肇 君 上 下 水 道 課 長 笹 沢 邦 男 君

教育委員会事務局長 南 雲 尚 雄 君

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

事務局職員出席者

事 務 局 長 大 井 隆 雄 主 任 北 原 智 子
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議 長（岸 祐次君） 皆さん、おはようございます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

開会・開議

午前９時３０分開会・開議

議 長（岸 祐次君） ただいまの出席議員は１６名です。定足数に達していますので、平成２８

年第３回吉岡町議会臨時会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

町長より発言の申し入れがありましたので、これを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 皆さん、おはようございます。

平成２８年第３回吉岡町議会臨時会の開会に当たりまして、一言挨拶をさせていただき

ます。

本日、臨時会が議員各位の出席のもと開会できることに心から感謝を申し上げます。

先週には、例年より早い雪に見舞われました。平成２６年２月の大雪が思い起こされ、

寒さの厳しい冬になるのではないかということで、危惧をしているところでもあります。

１２月定例会を間近に控えて、臨時会を開催していただきましてまことにありがとうご

ざいます。厚く御礼を申し上げます。

さて、本臨時会では吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に伴う議案７

件を上程させていただきました。何とぞ慎重審議の上、可決くださいますようよろしくお

願いを申し上げます。

どうか議員の皆様には一層のご理解とご協力をお願い申し上げまして、開会に当たりま

しての挨拶とさせていただきます。大変お世話さまになります。

議 長（岸 祐次君） これからお手元に配付してあります議事日程（第１号）により会議を進め

ます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第１ 会議録署名議員の指名

議 長（岸 祐次君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において６番竹内憲明議員、

７番髙山武尚議員を指名します。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第２ 会期の決定

議 長（岸 祐次君） 日程第２、会期の決定について議題とします。
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お諮りします。

本臨時会の会期は本日１日限りといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、会期は本日１日限りと決定します。

なお、会期日程表は配付のとおりです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第３ 議案第６３号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

議 長（岸 祐次君） 日程第３、議案第６３号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。

議案第６３号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明を申

し上げます。

本議案は、去る８月８日、人事院が一般職の国家公務員の給与改定の実施について勧告

しました。これを受け、政府は給与関係閣僚会議等における検討の結果、１０月１４日に

人事院勧告どおり本年度の一般職国家公務員の月例給及び勤勉手当の引き上げを閣議決定

いたしました。

地方公共団体においては、人事委員会の給与に関する勧告及び報告を踏まえ、地域にお

ける民間企業等の状況を勘案して適切に対処することとの地方公務員法第５９条及び地方

自治法第２４５条の４に基づく技術的助言が国、県から示されました。

本議案は、吉岡町においても官民格差の是正を求めた人事院勧告に準拠するため、職員

の給与に関する条例の一部改正をお願いするものであります。

詳細につきましては総務政策課長より説明させますので、ご審議の上、可決くださいま

すようお願い申し上げます。

議 長（岸 祐次君） 小渕総務政策課長。

〔総務政策課長 小渕莊作君発言〕

総務政策課長（小渕莊作君） それでは、説明させていただきます。

本議案の改正の主な内容としましては、勤勉手当の支給率及び職員給与表の水準の引き

上げ、職員の昇給・昇格等に係る勤務成績判定期間後の懲戒処分に関する考慮規定の追加、

また扶養手当の見直しに係る改正でございます。
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それでは、新旧対照表で説明させていただきます。

まず最初に、第１条による改正の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。

左の新が改正案で、右の旧が現行となっております。下線部を改めるものでございます。

第２１条第２項、勤勉手当の支給についてでございます。官民給与の格差から見ると、

民間の支給割合が４．３２カ月に対し、公務員の支給割合が４．２カ月と、０．１２カ月

分の差があるとされていることから、年間一時金支給割合を０．１カ月分引き上げるもの

でございます。

新旧対照表の１ページ、中段より一般の職員の支給割合を「１００分の８０」を「１０

０分の９０」に、特定幹部職員は「１００分の１００」を「１００分の１１０」に、また

再任用職員は「１００分の３７．５」を「１００分の４２．５」に、再任用職員における

特定幹部職員該当者にあっては「１００分の４７．７」を「１００分の５２．５」に引き

上げるものでございます。

続きまして、一番下の行になります。附則第２１項でございますけれども、勤勉手当の

支給割合の引き上げに伴いまして、特定職員５５歳以上の課・局長に対する平成３０年３

月３１日までの間の勤勉手当減額率をそれぞれ引き上げるものでございます。この勤勉手

当支給割合等の改正は、本年１２月に適用されるものとなります。

次に、２ページから１２ページまでは別表第１、吉岡町職員給与表の改正でございます。

官民格差に基づく給与水準の改定で、民間初任給との格差是正のため、若年層に適用され

る月例給について１，５００円程度の引き上げ、その他はそれぞれ４００円程度の引き上

げを基本に、平均０．２％の引き上げの改定でございます。

新旧対照表の２ページから１０ページの別表をごらんいただきますと、１級から３級ま

での各号当たり引き上げ額が４００円から１，５００円、４級においては４００円から１，

２００円、５級におきましては４００円から９００円、６級においては４００円から７０

０円となります。

例えば、４ページの中ほどをごらんいただきたいと思いますけれども、１級２５号につ

きましては、大卒初任給になりますけれども、現行１７万６，７００円ですけれども、改

定後は１７万８，２００円で、１，５００円の引き上げとなります。そのまま右にずれて

見ていただき、表の一番右の６級２５号においては、現行３６万６，５００円を改定後は

３６万６，９００円と、４００円の引き上げとなります。

なお、この別表につきましては平成２８年４月から遡及適用される給料表でございます。

続いて、新旧対照表の第２条による改正の１ページをごらんいただきたいと思います。

第５条第３項及び第４項につきましては、職員の昇給に係る勤務成績判定期間中及び期

間終了後の懲戒処分等を勤務成績判定に反映させることができるようにするための改正で
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ございます。

次に、第１０条及び第１１条につきましては、扶養手当の見直しに関するものでござい

ます。

２ページをごらんいただきたいと思います。

配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養親族と同額にするため減額し、子に係る手当

額を引き上げるために行う改正でございます。２ページの第１０条第２項で扶養手当支給

対象となる親族について改正し、第３項について配偶者に係る手当額を１万３，０００円

から他の扶養親族に係る手当額と同額の６，５００円に減額し、子については１万円に改

正するものでございます。

第１１条につきましては、第１０条の改正に伴う所要の改正で、手続的な内容となりま

す。第１項は扶養親族についての届け出事項、３ページ、第２項においては扶養手当の開

始終了時期、また４ページ、第３項は扶養手当支給額の改定時期に関する改定となります。

続いて、５ページをごらんいただきたいと思います。

第２１条第２項の勤勉手当でございます。先ほど第１条による改正で、平成２８年１２

月に０．１カ月分引き上げた分を平成２９年度以降の６月と１２月に０．０５カ月分引き

上げて支給するための改正でございます。一般の職員にあっては「１００分の９０」を

「１００分の８５」に、特定幹部職員にあっては「１００分の１１０」を「１００分の１

０５」に、再任用職員にあっては「１００分の４２．５」を「１００分の４０」、再任用

職員で特定幹部職員該当者にあっては「１００分の５２．５」を「１００分の５０」に改

定するものでございます。

続きまして、附則の第２１項についても同様に勤勉手当支給率の改定に伴い、５５歳以

上の課・局長に対する平成３０年３月３１日までの間の勤勉手当減額率を第１条による改

正で引き上げた率を、平成２９年度以降の６月と１２月に振り分けて支給するための改正

でございます。

これら勤勉手当支給率等の改正は、平成２９年４月１日以降に適用されるものとなりま

す。

続きまして、議案書７ページをごらんいただきたいと思います。

議案書７ページの下段、附則第１条は施行期日でございます。この一部改正条例の適用

期日に関する規定であり、第１項の前段ではこの改正条例を公布の日から施行するもので

ございます。

そして、後段のただし書き以降では、第２条による改正及び附則第３条の規定は施行期

日を平成２９年４月１日とするものでございます。

次の第２項では、第１条による改正後の給与条例の適用を平成２８年４月１日から適用
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するものでございます。

第２１条及び附則第２１項の改正で、勤勉手当の支給率等を平成２８年１２月に適用さ

せます。また、平成２９年６月以降の勤勉手当の支給率等の改正、職員の昇給に係る勤務

成績判定期間後の懲戒処分に関する考慮規定の追加、また配偶者に係る扶養手当の手当額

を他の扶養親族と同額とし、子に係る手当額の引き上げに係る改正及び附則第３条「平成

３０年３月３１日までの間における扶養手当に関する経過措置」につきまして、平成２９

年４月１日から適用するものでございます。

８ページをごらんいただきたいと思います。

附則第２条は、今回の改正による給与の内払い規定でございます。

続きまして附則第３条は、扶養手当の見直しに係る平成３０年３月３１日までの経過措

置でございます。配偶者に係る扶養手当を段階的に引き下げるとともに、子に係る扶養手

当を段階的に引き上げるため、改正後の給与条例第１０条及び第１１条を読みかえるため

の規定でございます。具体的には、現在の配偶者に係る扶養手当の額１万３，０００円を

平成２９年度には１万円、平成３０年４月１日から６，５００円とし、現在の子に係る扶

養手当の額６，５００円を平成２９年度には８，０００円、平成３０年４月１日からは１

万円として、段階的に額を変更するものでございます。そして、この経過期間についての

扶養親族に係る届け出事項、扶養手当支給の開始と終了時期、扶養手当支給額の改定時期

に関することについても、読みかえ規定として適用されているものでございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６３号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。
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議案第６３号 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６３号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第４ 議案第６４号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例

議 長（岸 祐次君） 日程第４、議案第６４号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を

改正する条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 提案理由を申し上げます。

本議案は、吉岡町職員の給与改定に準じて、特別職の期末手当の改定をお願いするもの

であります。

詳細につきましては総務政策課長より説明させますので、ご審議の上、可決くださいま

すようよろしくお願い申し上げます。

議 長（岸 祐次君） 小渕総務政策課長。

〔総務政策課長 小渕莊作君発言〕

総務政策課長（小渕莊作君） それでは、説明させていただきます。

吉岡町職員の給与改定に準じまして、特別職の職員の期末手当を０．１カ月分引き上げ

る改定をお願いするものでございます。

人事院勧告は、勤勉手当の引き上げを勧告しておりますけれども、元来特別職及び議員

には勤勉手当はございません。しかしながら、職員の勤勉手当を期末手当に置きかえ、職

員と同様に改定するものでございます。

それでは、新旧対照表でご説明させていただきます。

新旧対照表の見出しにあります第１条による改正の１ページをごらんいただきたいと思

います。

第４条第２項の期末手当の支給割合でございます。本年１２月で０．１カ月分引き上げ、

「１００分の２１７．５」を「１００分の２２７．５」に引き上げるものでございます。

続いて、１枚めくっていただきまして、新旧対照表の見出し第２条による改正の１ペー

ジをごらんいただきたいと思います。

平成２９年４月１日以降の期末手当の支給割合について、先ほど説明させていただきま
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した第１条による改正の平成２８年１２月支給分を０．１カ月分引き上げた分を、平成２

９年６月、１２月にそれぞれ０．０５カ月分振り分けるための改正でございます。６月に

ついては「１００分の２０２．５」を「１００分の２０７．５」に引き上げ、改正条例第

１条で引き上げた１２月の支給割合を「１００分の２２７．５」を「１００分の２２２.

５」に改めるものでございます。

この期末手当支給割合の改正は、平成２９年４月１日以降に適用されるものとなります。

続きまして、議案書に戻っていただきまして、附則についてでございます。この改正条

例の適用期日に関する規定でございます。この改正条例を公布の日から施行するとし、改

正条例の第１条の改正による期末手当の支給割合を平成２８年１２月に適用させるもので

ございます。そして、第２条による期末手当の支給割合の改正を平成２９年４月１日から

適用するものでございます。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６４号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６４号 特別職の職員の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条例を原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６４号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第５ 議案第６５号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
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部を改正する条例

議 長（岸 祐次君） 日程第５、議案第６５号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 説明申し上げます。

議案第６５号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例について、本議案は吉岡町職員の給与改定に準じて、議会議員の期末手当の改定を

お願いするものであります。

詳細につきましては総務政策課長より説明させますので、ご審議の上、可決くださいま

すようお願い申し上げます。

議 長（岸 祐次君） 小渕総務政策課長。

〔総務政策課長 小渕莊作君発言〕

総務政策課長（小渕莊作君） それでは、説明させていただきます。

先ほどと同じでありますけれども、吉岡町職員の給与改定に準じまして、特別職と同様

に期末手当を０．１カ月分引き上げる改定をお願いするものでございます。

それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。

見出しにあります第１条の改正の１ページをごらんいただきたいと思います。

第６条第２項の期末手当の支給割合でございます。本年１２月で０．１カ月分引き上げ、

「１００分の２１７．５」を「１００分の２２７．５」に引き上げるものでございます。

続いて、１枚めくっていただきまして、新旧対照表の見出しにあります第２条による改

正でございますけれども、平成２９年４月１日以降の期末手当の支給割合につきまして、

特別職と同様に、先ほど説明させていただきました第１条による改正の平成２８年１２月

支給分を０．１カ月分引き上げたわけでございますけれども、それを平成２９年６月、そ

して１２月にそれぞれ０.０５カ月分振り分けるための改正でございます。６月につきま

しては「１００分の２０２．５」を「１００分の２０７．５」に引き上げ、改正条例第１

条で引き上げた１２月の支給割合を「１００分の２２７．５」を「１００分の２２２．

５」に改めるものでございます。

この期末手当の支給割合の改正は、平成２９年４月１日以降に適用されるものとなりま

す。

続きまして、議案書に戻っていただきまして、附則でございますけれども、この一部改

正条例の適用期日に関する規定でございます。この改正条例を公布の日から施行すること
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とし、改正条例第１条の改正による期末手当の支給率を平成２８年１２月に適用させ、ま

た第２条による期末手当の支給割合の改正を平成２９年４月１日から適用するものでござ

います。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６５号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６５号 吉岡町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６５号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第６ 議案第６６号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）

議 長（岸 祐次君） 日程第６、議案第６６号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第３

号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 議案第６６号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）について、

提案理由の説明を申し上げます。

本補正は、人事院勧告に基づく給与改定に係る議案第６３号から議案第６５号のそれぞ
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れの条例の一部を改正する条例に関連する補正であります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６９万２，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ７８億５，７４８万８，０００円とするものであります。

今回の補正で、財政調整基金の繰り入れを５６９万２，０００円追加して、９億８，４

７０万２，０００円といたします。これにより、平成２８年度１１月臨時会補正後の財政

調整基金の残高見込み額は予算額ベースで２０億１，７４１万８，０００円となります。

詳細につきましては財務課長より説明させますので、よろしくご審議の上、可決いただ

きますようお願い申し上げます。

議 長（岸 祐次君） 大澤財務課長。

〔財務課長 大澤弘幸君発言〕

財務課長（大澤弘幸君） それでは、議案書の１ページをごらんいただきたいと思います。

第１条第１項の歳入歳出予算の補正額でございますが、ただいま町長が申し上げたとお

りでございます。

第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるということで、これにつきましては２ペ

ージから６ページまでございますが、まず３ページ下段をごらんください。

１８款繰入金２項基金繰入金で財政調整基金からの繰り入れを５６９万２，０００円追

加いたします。先ほど町長の説明にもありましたが、財政調整基金からの繰り入れは９億

８，４７０万２，０００円となり、財政調整基金の残高見込み額は予算額ベースで２０億

１，７４１万８，０００円となります。

次に歳出でございますが、５ページをごらんいただきたいと思います。

まず、１款議会費では４８万６，０００円の追加、２款総務費では２１９万４，０００

円の追加、３款民生費では４８万４，０００円の追加、４款衛生費では５８万７，０００

円の追加、６款農林水産業費では４２万８，０００円の追加、７款商工費では１０万円の

追加、８款土木費では６３万８，０００円の追加、次のページに行きまして１０款教育費

では７７万５，０００円の追加、合計で５６９万２，０００円を追加させていただくもの

でございます。

内容は、特別職並びに一般職等の給与の改定によるものでございます。

２２ページから２４ページが給与費明細書となっております。

なお、参考資料として説明資料となりますＡ４判で９ページの別冊を添付させていただ

きました。

以上、町長の補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。
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これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６６号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６６号 平成２８年度吉岡町一般会計補正予算（第３号）を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６６号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第７ 議案第６７号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）

議 長（岸 祐次君） 日程第７、議案第６７号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補

正予算（第３号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 議案第６７号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第

３号）について提案理由を申し上げます。

給与改定に伴う補正でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ３億６，９９４万１，０００円としたいものであります。

詳細につきましては上下水道課長より説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。
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議 長（岸 祐次君） 笹沢上下水道課長。

〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明を申し上げます。

議案書７ページをごらんください。

歳出でございますが、第１款下水道費第１項下水道費第１目総務管理費７万７，０００

円の増、第３目建設費５万３，０００円の増、ともに給与改定に伴うもので、合計１３万

円の増額となり、歳入歳出それぞれ１３万円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ３億６，９９４万１，０００円にお願いするものです。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６７号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６７号 平成２８年度吉岡町公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６７号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第８ 議案第６８号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）

議 長（岸 祐次君） 日程第８、議案第６８号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。
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石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 議案第６８号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）について提案理由を申し上げます。

給与改定に伴う補正でございます。

歳入歳出予算の総額に歳出それぞれ７万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ１億６，１０８万円としたいものであります。

詳細につきましては上下水道課長より説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。

議 長（岸 祐次君） 笹沢上下水道課長。

〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明を申し上げます。

議案書７ページをごらんください。

歳出でございます。

第１款農業集落排水事業費第１項農業集落排水事業費第１目総務管理費７万７，０００

円の増、給与改定に伴う増額補正であり、歳入歳出それぞれ７万７，０００円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６，１０８万円にお願いするものでございま

す。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。

これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６８号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。
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これより起立によって採決を行います。

議案第６８号 平成２８年度吉岡町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）を原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６８号は原案のとおり可決されました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

日程第９ 議案第６９号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第２号）

議 長（岸 祐次君） 日程第９、議案第６９号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第

２号）を議題とします。

石関町長より提案理由の説明を求めます。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 議案第６９号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第２号）につ

いて提案理由を申し上げます。

給与改定に伴う補正でございますが、収益的収入及び支出のうち、第１款水道事業費用

第１項営業費用で２４万９，０００円の増額であります。

次に、資本的収入及び支出のうち、第１款資本的支出第１項建設改良費で５万円の増額

をお願いするものであります。

詳細につきましては上下水道課長より説明させますので、ご審議の上、可決いただきま

すようお願い申し上げます。

議 長（岸 祐次君） 笹沢上下水道課長。

〔上下水道課長 笹沢邦男君発言〕

上下水道課長（笹沢邦男君） 補足説明をいたします。

議案書９ページをごらんください。

収益的収入及び支出のうち、第１款水道事業費用第１項営業費用第１目配水及び給水費

９万４，０００円の増額、第２目総係費１５万５，０００円の増額、合計２４万９，００

０円の増額補正となり、水道事業費用４億１，５８６万９，０００円となります。

続いて、議案書１０ページをごらんください。

資本的収入及び支出のうち、第１款資本的支出第１項建設改良費第１目配水設備工事費

５万円の増額補正となり、資本的支出２億４，７１４万円となります。

以上、よろしくお願いいたします。

議 長（岸 祐次君） 提案理由の説明が終わりました。
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これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 質疑なしと認め、質疑を終結します。

お諮りします。

ただいま議題となっております議案第６９号は、吉岡町議会会議規則第３７条第３項の

規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 異議なしと認めます。

よって、そのとおり決します。

これより討論を行います。討論ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議 長（岸 祐次君） 討論なしと認め、討論を終結します。

これより起立によって採決を行います。

議案第６９号 平成２８年度吉岡町水道事業会計補正予算（第２号）を原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（岸 祐次君） 起立多数です。

よって、議案第６９号は原案のとおり可決されました。

これで本日の会議を閉じます。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

町長挨拶

議 長（岸 祐次君） 閉会の前に、町長の挨拶の申し入れを許可します。

石関町長。

〔町長 石関 昭君登壇〕

町 長（石関 昭君） 一言、閉会に当たりまして挨拶を申し上げます。

本日は、議案７件を上程させていただきましたが、全議案可決をいただきまして、大変

ありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。

議員皆様方におかれましては、お体をご自愛の上、ますますのご活躍をご祈念申し上げ

まして、簡単ですが閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。

大変お世話さまになりました。ありがとうございました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

閉 会

議 長（岸 祐次君） 以上をもちまして、平成２８年第３回吉岡町議会臨時会を閉会します。
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お疲れさまでした。

午前１０時１３分閉会
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